個人番号カード（マイナンバーカード）の交付に遅れが生じています
個人番号カードの交付手続き等に使用している地方公共団体情報システム機構（J-LIS）のカード管理システムにおいて、システム障害が全国的に多数発生しているため、区役所へ個人番号カードの受け取りに来られた際に、窓口で長時間お待ちいただくことや、場合によっては、来庁されたその日にカードをお渡しできないことがあります。
また、個人番号カード交付事務に遅れが出ていることを受けて、やむなく「個人番号カード交付通知書」の発送数を減らすなどの対応を行っていることから、「個人番号カード交付通知書」の発送が大幅に遅れています。
皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
マイナンバー「通知カード」の受け取りはお早めに
住民票の住所に簡易書留で送付したマイナンバーの「通知カード」を留守などでお受け取りされなかった場合については、3月31日（木）までに「通知カード」の受け取りをお願いしていましたが、この度、「通知カード」の交付期限が変更になり、6月30日（木）までに延長されましたので、6月30日（木）までに「通知カード」のお受け取りにお越しください。
6月30日（木）までに「通知カード」をお受け取りにならなかった場合は、再発行手数料が1人500円必要となりますので、お早めにお受け取りをお願いします。
問合せ…平野区ナビダイヤル０５７０－０６８５１１　9:00～17:30(土日祝日・年末年始を除く)
区役所1階16番窓口｢特設窓口」（月）～（木）は9：00～17：30、（金）は9：00～19：00　※土日祝日・年末年始を除く
区内の市立小学校で学習のサポートや読み聞かせを行う指導員を募集しています！　４月20日(水)まで
平野区では「平野区こども学力サポート事業」を、区独自の取組みとして区内の市立小学校で実施しています。
現在、平成28年度の実施に向け指導員を募集しています。
本事業は、こどもたちの生きる力につながる基礎学力をしっかり身につけてもらい、健やかな育ちを支えるとともに、指導員がこどもたちに教えることを通じて、自分自身も学び成長することも目的としており、こどもと地域の若者がともに成長できる事業として実施しています。
区内在住の大学生や教職員をめざす大学生の皆さんのご応募・ご登録をお待ちしています！
問合せ…まちづくり推進室（企画調整）23番窓口　電話4302-9903
児童扶養手当の支給月額が改定されます
児童扶養手当月額については、「児童扶養手当法」及び「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき、全国消費者物価指数を基に手当額が改定されます。
平成28年4月分から、全部支給の場合：42,000円→42,330円、一部支給の場合：41,990円～9,910円→42,320円～9,990円に改定されます。
現在児童扶養手当を受給中の方については、7月末までに、改定後手当額のお知らせを送付します。
特別児童扶養手当の支給月額の改定について
平成28年4月分から手当月額が次のとおり改定されました。
特別児童扶養手当（1級）：51,100円→51,500円（2級）：34,030円→34,300円
※20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を監護している父もしくは母または養育者に支給される手当です
問合せ…保健福祉課(地域福祉)33番窓口 電話4302-9857
BCG予防接種
日時…4月13日(水) 14：00～15：00（12時より整理券配布）
場所…区役所 2階検診フロア
対象…12か月未満のお子様　※標準的な接種期間は生後5～8か月です
持ち物…「母子健康手帳」「予防接種手帳」（BCGの質問票を記入して来てください）
問合せ…保健福祉課（地域保健）32番窓口 電話4302-9882
家具転倒防止対策講座のお知らせ　無料
災害への備えには、区民の一人ひとりが自助の観点を持つことが大切であり、平野区役所では自助の取組にかかる普及啓発を進めています。
その一環として、講習会で災害への自助の備え（主に家具転倒防止対策）について学んでいただき、災害時の被害の軽減につなげます。
本講習会を受講し、申請書をご提出いただいた方に家具転倒防止器具1セットを無料で支給（※）します。この機会に是非ご参加いただき、改めて防災について考えてみましょう！
日時…4月14日･28日、5月12日･26日(木) 15：00～16:00

※以降毎月第２・４木曜日に開催(8月11日、9月22日(木)は祝日のため開催されません)

場所…平野区役所内
※器具の支給は、１世帯あたり１セットとさせていただきます
※一度支給した器具は交換返品できませんのでご了承ください
＜器具の種類＞
●ポール式転倒防止器具（超ミニ　23～30ｃｍ）　
●ポール式転倒防止器具（小　30～40ｃｍ）
●ポール式転倒防止器具（中　40～50ｃｍ）
●ポール式転倒防止器具（大　50～80ｃｍ）
●安定板（家具の底面に差し込み倒れにくくする安定板）
●L字金具（壁と家具にネジで固定する金具）
各器具には数に限りがあります。なくなり次第終了しますのでご了承願います。
対象・定員…区内に在住の方各回20名(先着順)
持ち物…筆記用具
締切日…　各回の前日まで
申込み…電話またはチラシの申込欄に記入のうえFax･来庁
問合せ…まちづくり推進室(まちづくり協働)21番窓口　電話4302-9734 　FAX4302-9880
平野区の防災の取組～災害に備えて～（平野区地域防災計画）を改訂しました
平野区の災害対策を示した「平野区地域防災計画」が平成25年10月に策定されて以降、地域の皆様等から様々なご意見をいただきました。
現時点での平野区を取り巻く状況や皆様のご意見等をふまえて改訂を行い、第２版を発行します。
冊子を平野区役所２階で配付する他、平野区役所ホームページにも掲載しておりますのでぜひご覧ください。
また、区内各地域で策定された「地域別防災の手引き」が各世帯に配布されています。
こちらもぜひご覧いただき、自分が住んでいる地域防災の活動に興味をもっていただければ幸いです。
問合せ…まちづくり推進室(まちづくり協働)21番窓口　電話4302-9734 　FAX4302-9880
平成28年度の国民健康保険料について
●保険料の改定
　高齢化の進展や医療の高度化等による医療費の増等が見込まれる中で、受益と負担の適正化の観点から、収入に対する保険料の負担割合を府内市町村並みとなるよう、一人あたりの保険料（医療分・後期高齢者支援金分）を1.0%改定します。
●保険料の最高限度額の改定
　中間所得者層の負担を緩和するため、最高限度額について、医療分保険料を52万円から54万円に、後期高齢者支援金分保険料を17万円から19万円に改定します。
●保険料は6月に決定
　4月から翌年3月までの国民健康保険料を6月に決定し、6月中旬に区役所から世帯主の方へ「国民健康保険料決定通知書」を送付します。
問合せ…窓口サービス課(保険年金)17番窓口　電話4302-9956
後期高齢者医療保険料率の改定について
平成28年･29年度の後期高齢者医療の保険料率が改定されました。大阪府内の被保険者均等割額は51,649円、所得割率は10.41％となります。
お一人おひとりの保険料額は7月にお知らせします。
問合せ…窓口サービス課(保険年金)17番窓口　電話4302-9956
４月は犬・猫を正しく飼う運動強調月間です
●犬・猫は健康管理に気をつけ、愛情と責任をもって終生飼いましょう。
●ふん尿の後始末は飼い主の責任です。必ず後始末をしましょう。また、ふん尿はできるだけ自宅でさせたあと、散歩にでかけるように習慣付けましょう。
●犬・猫の放し飼いはやめましょう。公園を含め、公共の場所で犬を放すことは条例で禁じられています。散歩時にはリードを外さず、しっかり愛犬を制御してください。
また、交通事故や病気を避けるためにも、猫は室内で飼育しましょう。
●野良猫への無責任なえさやりはやめましょう。
避妊・去勢手術を行い、えさやふん尿の後始末をするなど、周りに迷惑をかけないよう責任をもって適切に世話をしましょう。
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ…保健福祉課(地域保健)32番窓口 電話4302-9973
介護保険料決定通知書を送付します
65歳以上の介護保険の第1号被保険者の方で、口座振替または納付書で保
険料を納付している方（普通徴収の方）には、4月中旬に介護保険料決定通知
書を送付します。なお、年金からあらかじめお支払いいただいている方（特別
徴収の方）には、保険料決定通知書を7月中旬に送付します。
介護保険料の減免について
大阪市では、65歳以上の介護保険の第1号被保険者の方に、災害や失業な
どの減免のほか、生活に困窮している方の介護保険料の減免を行っています。
※減免を受けるには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください
※現在これらの減免を受けている方で、更新の手続きが必要な方には案内を
　順次お送りしています
＜対象となる方＞
次の①～⑤のすべてに該当される方
1 世帯全員が市町村民税非課税
2 他世帯の扶養を受けていない
3 活用できる資産を持っていない
4 介護保険料を滞納していない
5 世帯の年収が次の額以下である
１人世帯　150万円
２人世帯　198万円
３人世帯　246万円
（以降、世帯員1人増えるごとに48万円を加算）
※年収については介護保険料及び介護サ－ビスの利用者負担を控除できる場合があります。
問合せ･･･保険福祉課(介護保険) 31番窓口　電話4302-9859
区の歴史的資源「真田幸村」を活用した魅力の発信
ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」×「幸村」縁の地「平野区」
前回に続き、幸村と平野区にまつわるお話をご紹介します。幸村は、大坂夏の陣のおり、南河内誉田方面において徳川方の伊達正宗軍と一戦を交えた後、古市街道を経て大坂城へ帰城する途中、長吉にて休憩し、志紀長吉神社へ戦勝を祈願するとともに、軍刀を一振りと六文銭の軍旗を奉納しました。
現在、休憩所跡には自然石が建てられ、その裏側には幸村の句が刻まれています。
区民の皆様が作成した「平野区いろはかるた」では、「幸村も一息ついた志紀の里」と詠まれています。
問合せ…まちづくり推進室(政策推進)23番窓口 電話4302-9919
区の花「わた」を咲かせましょう！
　「わた」は、かつて平野区が河内木綿の集散地、綿業のまちとして栄えたことや、実益のある実に区の繁栄を願い区の花として制定されました。
黄色の花が咲く「わた」の種を区役所・加美出張所・南部サービスセンターで4月18日（月）から配布します。
※配布は、種がなくなり次第終了します。
「平野区わたの会」ボランティア募集
学校園などでのわたくり（種取り）や糸つむぎ体験など、わたの普及啓発を区役所と協力して一緒に実施している「平野区わたの会」のボランティアを募集します。
参加希望の方は下記問合せ先までご連絡ください。
問合せ…まちづくり推進室(まちづくり協働)21番窓口 電話4302-9734
区民協働企画講座（愛称：平野を知ろう！ひらちゃん講座）のご紹介
ひらちゃん講座って？ ⇒ 平野区のまち・歴史・文化・産業・自然など平野のまちの魅力について、平野区内外の皆さんに知っていただくための講座で、平野区生涯学習企画検討委員と区役所が協働で実施しています。
平野区生涯学習企画検討委員って？ ⇒ 広く区民から公募し、区民協働企画講座の企画・運営を担うボランティアの方々です。
区民協働企画講座は、概ね月１回開催しています。６月「河内音頭を踊ろう」、７月「大坂夏の陣」を予定しています。
講座開催のご案内は、本紙「広報ひらの」や「平野区役所ホームページ」などでお知らせするほか、区内公共施設にもチラシを置いています。
どうぞご覧ください。
問合せ…まちづくり推進室(まちづくり協働)21番窓口 電話4302-9905
各種相談のお知らせ（4月・5月）
※区役所1階で実施。相談は無料。市内在住の方に限ります。
【法律相談】
日程…4/7・14・21・28、5/12・19・26(木)
受付方法…当日に電話予約受付(9:00～･先着順)･相談時間13:00～17:00
問合せ…政策推進課23番窓口　予約電話4302-9683
【相続遺言帰化相談】
日程…4/5 (火)
受付方法…当日1階窓口で受付（13:00～15:00）
問合せ…大阪府行政書士会阿倍野支部　電話6622-6763
【緑化相談】
日程…4/6、5/11(水)
受付方法…当日1階窓口で受付（14:00～16:00）
問合せ…長居公園事務所　電話6691-7200
【行政相談】
日程…4/13、5/11(水)
受付方法…当日1階窓口で受付（13:00～14:00）
問合せ…政策推進課23番窓口　電話4302-9683
【就労相談】
日程…4/4・11・18・25、5/2・9・16・23・30(月)
受付方法…当日1階窓口で受付(13:30～15:30)※16:00～17:00の相談は要予約
問合せ…大阪市地域就労支援センター　電話0120-939-783
【税理士相談】
日程…4/12、5/10  (火)
受付方法…当日1階窓口で受付（13:00～15:30）
問合せ…近畿税理士会東住吉支部　電話6703-1800
【不動産相談】
日程…4/7(木)
受付方法…当日1階窓口で受付(13：00～16：00)
問合せ…(社)大阪府宅地建物取引業協会なにわ阪南支部　電話4399-1555
【相続登記・後見　借金問題相談】
日程…4/8、5/13(金)
受付方法…当日1階窓口で受付(13：00～15：30)
問合せ…大阪司法書士会阪南支部　電話6628-7133
各種検診のお知らせ
（１）検診内容・対象・料金等…胃がん（４０歳以上／５００円）大腸がん（４０歳以上／３００円）
肺がん（４０歳以上／無料・※喀痰検査については４００円）
1 日時…５月５日（木・祝）　９：３０～１０：３０
会場…瓜破会館　　　　（予約状況を見て載せるか判断・・）
予約…予約要
2 日時…５月１７日（火）　９：３０～１０：３０
会場…区役所　２Ｆ　検診フロア
予約…予約要
（２）検診内容・対象・料金等…
乳がんマンモグラフィ（４０歳以上で大正・昭和の奇数年生まれ１５００円）
骨量（１８歳以上／無料）
1 　 日時…５月１５日（日）　９：３０～１０：３０
会場…区役所　２Ｆ　検診フロア
予約…予約要
2 　 日時…５月１７日（火）　１３：３０～１４：３０
会場…区役所　２Ｆ　検診フロア
予約…予約要
3 　 日時…６月４日（土）　１３：３０～１４：３０
会場…加美出張所　　　
予約…予約要
※定員になり次第、受付終了しますので、ご了承ください。
※今年度の検診予約につきましては、平成２８年３月１日から募集を開始しているため、各回一定数に達し次第、第一次受付を終了している場合もありますが、原則、毎月１日（土日祝の場合は翌開庁日）に翌月分の第二次受付を行いますのでお問い合わせください。
☆今年度の検診日程は、広報ひらの３月号別冊【特集号】又は平野区役所ホームページでご確認ください。
（３）検診内容・対象・料金等…歯科健康相談（無料）
　　　　　①　　日時…　４月１８日(月)　 ９：３０～１１：００
　　　　　　　　会場…区役所　２F　検診フロア
予約…予約不要
②　　日時…　４月１８日(月)　 １３：３０～１５：００
　　　　　　　　会場…区役所　２F　検診フロア
予約…予約不要
（４）検診内容・対象・料金等…結核健診（１５歳以上／無料）
①　　
日時…４月２１日(木)　 １０：００～１１：００
　　　　　会場…区役所　２Ｆ　検診フロア
予約…予約不要
申込み…電話または来庁
問合せ…保健福祉課(地域保健)32番窓口　電話4302-9882
精神保健福祉相談
日時…4月18日(月)･27日(水）、5月2日(月)･16日(月)･25日(水)、6月6日(月)･20日(月)･22日(水）、7月4日(月) いずれも午後から
内容…精神科医師による相談
申込み…電話または来庁　※事前申込要
問合せ…保健福祉課（保健活動）34番窓口 電話４３０２-９968
平野区役所は、ご来庁いただく皆様により身近で親しみやすく、気持ちよく快適に過ごしていただける区役所をめざします。
各フロアの窓口番号やお取扱業務を記載しています。
１階　窓口サービス課
住民情報
証明書発行等受付　12番窓口　電話4302-9963　戸籍、住民票、印鑑証明書、納税証明書、課税証明書、評価証明書、自動車臨時運行許可に関すること
お渡し口　13番窓口　電話4302-9963
届出受付　14番窓口　電話4302-9963　住所・戸籍の各種届出、特別永住者証明書に関する届出、電子証明・印鑑登録の申請等に関すること
就学・住居表示受付　15番窓口　電話4302-9798　就学・住居表示に関すること
マイナンバー特設窓口　　16番窓口　電話0570-068511　マイナンバーの交付に関すること
保険年金
保健　17番窓口　電話4302-9956　国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金に関すること
管理　18番窓口　電話4302-9946　国民健康保険の保険料納付相談に関すること
くらしサポートセンター平野　19番窓口　電話6700-9250　就労その他の自立に関する相談支援等
２階　まちづくり推進室
まちづくり協働課　21番窓口　電話4302-9734　地域の振興に関すること、地域安全対策、防災、災害見舞金、産業振興、区役所附設会館、遺族援護、社会教育、生涯学習、人権に関すること
政策推進課
政策推進　23番窓口　電話4302-9683　区将来ビジョン、区運営方針、区政会議、広報、広聴相談などに関すること
企画調整　23番窓口　電話4302-9903　区行政に関する調査、企画、区シティ・マネジャーにかかる関係局との調整、区教育行政に関すること
３階　保健福祉課(保健福祉センター)
介護保険　31番窓口　電話4302-9859　介護保険に関すること
地域保健　32番窓口　電話4302-9882　母子健康手帳の交付、乳幼児健診、予防接種、特定健康診査、各種がん検診、被爆者健診、結核を含む感染症予防、栄養・食生活相談、医療法、各種医療従事者等免許申請、医療費助成（小児ぜん息、小児慢性特定疾病、未熟児、肝炎〕、厚生統計調査、公害健康被害補償等に関する法律に関すること
地域保健　32番窓口　電話4302-9973　生活衛生、衛生害虫等相談、狂犬病予防、動物の愛護・管理に関すること
地域福祉　33番窓口　電話4302-9857　保健福祉にかかる総合相談、児童手当、医療費助成、高齢者福祉、高齢者虐待、障がい者虐待、身体障がい者福祉、精神保健及び精神障がい者福祉、知的障がい者福祉、特定医療費（指定難病）、児童福祉、母子福祉、ＤＶ、子育て支援、児童虐待、保育所関係に関すること
地域福祉　33番窓口　電話4302-9941　民生・児童委員、緊急援護資金に関すること
保健活動　34番窓口　電話4302-9968　保健師による健康相談・精神保健福祉相談・健康づくりなどに関すること
４階　生活支援課（保健福祉センター）
第一支援　41番窓口　電話4302-9872　生活保護の経理・医療に関すること
第1支援 受付面接　45番窓口　電話4302-9839　生活保護の新規相談に関すること
第1支援 自立支援　45番窓口　電話4302-9891　生活保護の自立支援に関すること
第2～第4支援　42～44番窓口　電話4302-9873、4302-9874、4302-9842　生活保護に関すること
５階　総務課　51番窓口　電話4302-9625　庶務、選挙、統計に関すること
地下１階　駐車場（有料：43台）　駐車料金：60分毎300円（営業時間中 最大料金600円）※次のいずれかの手帳の交付を受けている方が来庁されるための駐車料金は無料です。
●身体障がい者手帳　●精神障がい者保健福祉手帳　●療育手帳該当される方は、手続きされた窓口へ手帳と駐車券をご提示ください。
※選挙の際の期日前投票に来庁されるための駐車料金は無料です。
